
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 事業推進部は理事３名が担当し、就業開拓・会員の増強の２点を主な目的として活動しています。 

 具体的な活動としては、月２回（第２・第４火曜日）に開催している入会説明会、月１回の新規就業開拓

のための企業訪問、その他に月１回の事業推進部会・就業開拓委員会を定期的に行っています。 

 しかし、最近のコロナ禍の影響を大きく受け、就業開拓においては、鎌ケ谷市内では職員を募集する会

社・事業所はほとんどなく、企業訪問先が見当たらない状況が続いています。それに反して、入会説明会

に見える人の年齢においては、若返りがうかがえるようになっています。その原因としては、コロナ禍にお

いて特に飲食関係の仕事を続けていけない状況に陥り新たな仕事探しをしている人が多くみられるという

ことがあげられます。 

 今後、事業推進部として課題となることは、就業開拓の上で、待ちの姿勢ではなく、自主事業を立ち上

げるなどをしていくことが求められます。そのためには、会員一人一人の特技などを正確に把握していくこ

とも大事になってきます。特技などの把握のためには、アンケート等を実施しなければならないことも考え

られます。その際は、会員一人一人のご協力をいただかなくてはなりません。 

 事業推進部の活動をご理解いただくとともに温かいご支援ご協力をよろしくお願い致します。 

 

 

理事会報告 令和２年度第１０回理事会は、緊急事態宣言が発出され、使用場所の開催が困

難なため、理事会決議省略に伴う持ち回り決裁を行い、１月１５日付で提案書どお

り承認されました。 

 

Ⅰ .決議・承認事項 

     会員の入会（案）について 

 

Ⅱ. 協議事項 

（１）  緊急事態宣言発出に伴う就業会員の対応について 

（２）  就業先企業に対しての新年挨拶回り中止について 

（３）  その他（独自事業の提案検討について及びシルバーかまがや５５号配布先について） 

 

Ⅲ .報告事項 

（１） １２月の実績報告について 

（２） 新規就業の紹介及び退会者について 

（３） 各部会事業報告について 

（４） その他 
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２月 

事業推進部の活動について 

              事業推進部 理事  江口  貴 
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９月 除草・草刈り飛び石事故（物損） ７１歳 男性 

事故状況 

 保育園駐車場を回転式草刈り機で草刈り作業中に飛び石し、駐車してあった軽自動車の窓に当た 

り破損させた物損事故です。 

原 因 

 以前から回転式草刈り機は飛び石しやすく事故発生率が高いため、安全性の高いカルマー刃草刈 

り機を使用するよう要請していたが徹底されておらず、今回、回転式草刈り機を使用したことで飛 

び石が発生してしまったことが原因です。さらに対策の一つである作業環境に応じて防護ネットを 

使用し、安全の確認をすべきところを怠ったことも要因となっています。 

対応策 

 基本的には回転式草刈り機の使用を一切禁止とし、カルマー刃草刈り機の使用に切り替えること 

を、班長・副班長会議を開催して班員に周知徹底を図るよう強く要請した。但し捕込（トッコメ） 

と２ｍ以上の草がある場所の二点に限り、特例として回転式草刈り機の使用を許可することとした。 

併せて安全性を保持するために作業環境に応じて、防護ネットを必ず使用することについても徹底 

するよう指示した。 

ポイント 

① 安全はすべてに優先します（安全第一） 

② 作業前点検を必ず実施し安全確認をしましょう（指差呼称） 

③ 決められたルールや手順は必ず守りましょう（手抜き・気の緩みに注意） 

④ 健康管理と健康維持に努めましょう（身体機能低下の認識） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 故 事 例（４）   安全・適正就業推進部   理事   油坐 正 

安全・適正就業推進部  理事  油坐  正 

緊急事態宣言が延長される 

 令和３年２月２日、新型コロナウイルス感染症拡大防

止のための緊急事態宣言が延長されました。当初の期間

は２月７日まででしたが、その後も感染状況や医療体制

の改善が十分でないため、３月７日まで延長されました。 

１月末における本県の感染状況は、政府分科会が示す

６つの判断指標の内、５つが「ステージ４相当」でなる

など依然として深刻な状況です。また、千葉大学病院長

も医療体制がひっ迫しているとして、「救える命が救えな

くなる」と訴えています。感染経路も家庭内感染が増加

し、若者等の同居者から高齢者が感染する可能性が高ま

っています。高齢者同士の集まりでも安心できないなど、

いつどこで感染するかわからない状況となっています。 

私たちにできることは感染しないこと、感染させない

ことです。今まで以上に「三つの密」を避け、「マスクの

着用」「手洗い」等の基本的な感染予防対策を励行すると

ともに、人の流れを制限する「不要不急の外出や移動」

を自粛することが求められています。この難局を乗り越

えるため、皆様のご理解・ご協力をお願いします。 

 

お知らせ 

○植木剪定講習会の案内 

期 日：３月４日（木）～５日（金） 

場 所：社会福祉センター及び市

制記念公園 

申込期限：２月中旬から受け付け

開始。定員（１５名）に達した

時点で締め切り。 

＊植木班の増員が急務です。会員

並びに興味のある方はふるって

ご応募ください。 

 

 

○新規就業者・退会者の紹介 

＜入会者＞ 新しい仲間です  

男性２名、女性１名、計３名 

＜退会者＞「お疲れさまでした」 

男性２名、女性０名、計２名 

 

 

 

 


